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Ⅰ 熊本市水道の沿革 

１ 水道事業のあゆみ 

熊本市の上水道事業は、大正１３年に八景水谷を水源地、立田山を配水池として、坪井や新

屋敷など中心市街地に給水を開始したのが始まりです。その後、本市が周辺町村との合併など

で拡大・発展する中、水需要も増加の一途をたどり、上水道事業はこれに対応するため、新た

な水源の確保や水道管の布設などを行い、第１次から第５次までの拡張事業を推進してきまし

た。熊本市水道事業の特徴は、水道水源を１００％天然地下水で賄っている点にあります。熊

本の地下水は、雨水が地下に浸透して流れていく間に自然にろ過され、きれいになります。

その水質は極めて良質で安定しており、日本屈指のおいしい水として広く知られています。

水道の蛇口をひねれば、おいしい天然水が出る、そんな暮らしが熊本にはあります。 

一方、上水道事業が施設の拡張から維持管理の時代へと変化する中で、本市も平成９年度か

ら第２次配水管整備事業として、老朽化した水道管を順次取替えるとともに、平成１３年度か

らは第３次施設整備事業として、水道管以外の老朽化した上水道施設も計画的に更新していま

す。また、地震や台風などの災害にも強い水道を構築するために、主要な水源地や配水場の耐

震化を行うともに、緊急遮断弁を設置し緊急貯水量を確保するなど、防災対策強化にも取り組

んでいます。 

近年では、人口増加の鈍化や市民の節水意識の高揚などにより、水需要の伸びは見込めず、

経営環境は厳しさを増しています。このような中で、平成１０年度から１７年度まで経営改善

計画を立案し、財政の健全化、事業の効率化、組織の活性化などに取り組んできましたが、平

成１８年度には、健全な経営のもとで、将来にわたり安全で良質な水道水を安定的に供給し

ていくために、熊本市上水道事業の経営の基本方針とこれを達成する手段を定める計画とし

て、「熊本市水道事業経営基本計画」を策定しました。 

平成２１年度からは、第５次拡張事業・第２次配水管整備事業・第３次施設整備事業などの

諸事業を引き継ぐとともに、｢熊本市水道事業経営基本計画」を実現・具体化するために必要

な上水道施設の整備実施計画（上水道施設の機能強化についての実施計画）として、｢熊本市

水道事業水道施設整備実施計画｣に着手しています。この計画に基づき、「水道の機能保全」

「水質の管理」「災害に強い水道」の強化並びに「環境への配慮」を目指し、安全でおいしい

水の安定供給を図るための取組みを進めてまいります。 

また、平成２０年度の富合町との合併に伴い２つの町営簡易水道を引き継ぎました。これ

らの簡易水道を熊本市上水道事業に統合するとともに熊本市南部方面の整備を行うために、

平成２２年度から、第６次拡張事業に着手しました。さらに、平成２１年度には、城南町・

植木町との合併に伴い両町の１つの上水道事業及び８つの簡易水道事業を引き継ぎました。

これらの統合・再編成や未普及地域の解消が今後の課題となっています。 



２　拡張事業の推移
　 基　　　本

目標年次 給水人口
(人)

　 熊本 市上 水道
事 業 創 設

　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　
当 初 昭和40.12.14 昭和40.12.10 昭和41. 2.15 昭和41. 4. 1 昭和51. 3.31 昭和55年 425,700

　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　　

　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　　
第 １ 回 変 更 　　　　　－ 昭和56. 9.11 昭和57. 1.22 昭和55. 4. 1 昭和63. 3.31 昭和65年 615,800

　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　          
　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　　

第 ２ 回 変 更 　　　　　－ 昭和57.10.25 昭和58. 1. 7 昭和55. 4. 1 昭和63. 3.31 昭和65年 615,800
　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　          

第１回見直し 昭和65年 昭和65年 557,700

第２回見直し 平成7年 平成７年 599,000

河内町上水道事
業 創 設

　　　　　　 　　　　　　 昭和27. 4. 1 昭和27. 7. 1 昭和31.10. 1 昭和37年 4,000

第1次拡張事業 　　　　　　 　　　　　　 昭和38.12.27 昭和39. 1.10 昭和39. 3.31 昭和48年 7,200
第2次拡張事業 　　　　　　 　　　　　　 昭和41. 3.29 昭和41.12. 1 昭和43. 3.31 昭和51年 7,200
第3次拡張事業 　　　　　　 　　　　　　 昭和43. 3.28 昭和45. 8.31 昭和46. 3.31 昭和55年 7,500
第4次拡張事業 　　　　　　 　　　　　　 昭和50. 6. 3 昭和50. 6. 3 昭和51. 3.31 昭和59年 7,600
第5次拡張事業 　　　　　　 　　　　　　 昭和55. 8. 9 昭和55. 9   昭和57. 3.31 平成6年 8,250

横山・黒石地区簡
易 水 道 事 業 　　　　　　 　　　　　　 昭和48. 7. 9 昭和48. 8   昭和49. 4   昭和49年 300

第1次拡張事業
当 初

昭和60. 3   昭和60. 5.20 昭和60. 6.10 昭和60. 6   昭和60. 7   平成7年

北
部

河
内

飽
田

　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 13,000

昭和59.10.13 昭和59.12. 7 昭和59.12.12             

昭和49.11.20

              　　　　　 13,000

昭和52. 3.19   　　　　　 12,000

11,000

9,000

昭和63. 4   平成8. 3    平成9年　

昭和53.12   昭和53. 3   昭和53年

20,000

615,800昭和55. 4. 1 昭和63. 3.31

昭和56. 3.31

昭和65年

昭和56年

昭和41. 4. 1 昭和54.3.31 昭和55年 461,000

昭和41. 4. 1 461,000

昭和46.12.10 昭和46.12.10 昭和47. 1.20 昭和41. 4. 1 昭和51. 3.31 昭和55年 425,700

昭和44. 9.22 昭和44. 9.26 昭和44.10.20 昭和41. 4. 1 昭和51. 3.31 昭和55年 425,700

昭和37.12.27 昭和37.12.17 昭和37.12.28 昭和37. 5.15 昭和40. 3.31 昭和46年 350,000

昭和32.10.24 昭和32.10.15 昭和32.11. 4 昭和33. 1   昭和37. 3.31 昭和46年 345,000

昭和25. 8.21 昭和31.11.28 昭和40年 200,000

150,000昭和25. 8.22 昭和40年

100,000

第
３
次
拡
張
事
業

北部町上水道事
業 創 設

天明町上水道事
業 創 設

第 ４ 回 変 更

第
４
次
拡
張
事
業

変 更

飽田町上水道事
業 創 設

天
明

当 初

当 初

第1次拡張事業

昭和53.12.22

　          

第 １ 回 変 更

第 ２ 回 変 更

第 ３ 回 変 更

第
２
次
拡
張
事
業

第
１
次
拡
張
事
業

議決年月日 申請年月日

変 更

昭和26. 8. 6 昭和26. 8. 6

第 １ 期

区 分

第 ２ 期

昭和47.11.28 昭和48. 1.11

　　　　　　

昭和50. 7.31 昭和50. 8.26

昭和54.12.19

昭和53.12.18 昭和54. 1. 5

昭和62.12. 2

昭和55. 2.18

　　　　　　

昭和50. 3. 5

昭和63. 4. 5

認可年月日

昭和26.12.24

昭和21. 7.29 昭和21. 8.17 昭和21.10.10

昭和49. 8. 6 昭和49. 9.11

大正 9.12.26  大正10. 1. 8 大正11. 3.20

昭和47.12.25

　　　　　　

昭和54.12.14

着工年月日 竣工年月日

大正12. 6. 1 大正14. 3.31 昭和16年

昭和21.11.25
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　　　計　　　画

一日最大給
水量(㎥)

一人一日
最大給水量

(㍑)

総事業費
(内起債)　(千円)

総工費
(千円)

 立田山配水池　　　２池　
　　　　　　　　　 (取水井)八景水谷　２本　
　　　　　　　　　 旧三菱重工業(株)専用水道施設

水源井６本ほか譲渡
　　　　　　　　　 健軍水源地として諸施設を拡張
　　　　　　　　　 旧三菱水道施設を買収　　 　　　　　　　  
　　　　　　　　　 立田山配水池１池を増設　 　　　　　　　  
　　　　　　　　　 (取水井)　一本木　１本　 　　　　　　　  
　　　　　　　　　 亀井　１本、健軍　１本　 　　　　　　　  

川尻配水池　　１池　　　
760,000 　　　　　　　　　 城山配水池　　１池　　　

(720,000) 　　　　　　　　　 立田山配水池　２池(増設)　
　　　　　　　　 　　　　　　　　　 徳王配水池　　２池　　　

（取水井）八景水谷１本　
798,000 　　　　　　　　　 城山　２本、亀井　３本　

(760,000) 　　　　　　　　　 健軍　６本、川尻　１本　
　　　　　　　　 　　　　　　　　　 一本木　１本　　　　　　

岩倉山配水池　３池　　　
165,000 388 － 健軍配水池　　２池　　　

　　　　　　 　　　　　　　 万日山配水池　２池　　　
3,296,182 徳王配水池　２池(増設)

(2,950,000) 城山配水池　　１池(増設)
3,458,000 １.浄水方法の変更　 小山山配水池　２池

(3,073,000) ２.事業費の変更　　 沼山津配水池　２池
１.給水区域の変更　 　　　　　　 （取水井）
２.給水人口の変更　 － 麻生田　８本、沼山津 10本、
３.給水量の変更 川尻 １本、八景水谷  １本、

15,523,383 １.取水地点の変更　 城山 ２本、託麻６本、池上４本、
(14,343,300) ２.目標年次の変更 一本木２本、山室２本
23,991,710 川尻配水池　１池　　  

(23,504,000) 　　　　　　　　　 　　　　　　 秋田配水池　２池　　　
　　　　　　 　　　　　　　 岩倉山配水池　１池　　　

370,000 601 － 高遊原配水池　１池　　  
　　　　　　　 　　　　　　 （取水井）

　　　　　　 　　　　　　　 庄口　８本、麻生田　１本、　
370,000 601 秋田　２本（計画10本)　

　　　　　　 　　　　　　　 

303,300 544
32,404,039

(31,733,000)
水需要伸びの
鈍化

298,000 497
33,906,158

(32,183,000)
地域ごとの水需
要予測の変動

　　　　　　　　　

600 150 28,781 　　　　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 昭和31.11.1　通水

1,440 200 17,300 　　　　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　  
2,160 300 19,200 　　　　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　  
2,475 330 28,100 　　　　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　  
3,268 430 171,300 　　　　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　  
3,447 418 194,500

45 150 15,350 　　　　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　　　　　　　
昭和49.5　給水開始
平成7.4
　熊本市水道事業に統

　　　　　　　　　 (浄水施設)塩素滅菌室､除鉄装置　　　　

(配水施設)配水池､配水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備　　　　

圧力水槽設備､配水管布設､消火栓等　　

(電気施設)電気計装一式　　　　　　

　　　　　　　　　 除鉄槽設備､配水管布設　　　　　　　 　　　　　　　　 
　　　　　　　　　 ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ盤設置

1,118,000 　　　　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　　　　　　　
(585,800)
251,769 　　　　　　　  

(188,600) 　　　　　　　　 

　　　　　　 　　　　　　　  

　　　　　　 　　　　　　　  

　　　　　　 　　　　　　　  

昭和53.3　通水　  638,201

4,200

1,965

給水量の変更　　　

庄口取水井
２本増設

浄水方法の変更

382 187,000

218 724,118

11,720,125
(10,324,000)

614

第2回変更の竣工年月
日は、平成8年までに延
長
平成3.2.1
　北部、河内、飽田、天
明、熊本市へ編入、各水
道施設熊本市へ移管

614

和泉配水池１池、鶴羽田配水池
１池、西梶尾配水池１池

32,214,323
(平成3年度末)

1,767,570
昭和63.4
 　3地区簡易水道を統合

昭和36.12.9
　川尻地区通水

昭和38.3.8
 　高橋地区通水

大正13.11.27　通水

昭和45.11.1
　旧託麻村水道施設
　熊本市へ移管

昭和23.2.25
　健軍通水

基本計画変更

取水地点の変更

269

212

269 　　　　　　　　3,500

2,539

3,500

9,160 458 1,590,400

370,000 601

28,151,972
(27,901,000)

31,165,066
(30,957,000)

283,000

283,000

496

211,140 496

294

2,084,000
(1,770,000)

211,140

102,000 295

103,000

60,000 300
303,200

(300,700)

240 2,120

36,000 240
17,000

(17,000）

24,000

備　　　考 
変更の

主たる理由

－

建設した主な施設

308,209

23,039

2,280

803,098

－

－

15,535,791

91,302

251,769

昭和52.3　通水　  

配水池(PC造1,300ｍ3 １池)
配水施設･配水ﾎﾟﾝﾌﾟ(片吸込うず巻)

 22ｍ3/min×55m×37kw×3台
（内可変速用２台、固定使用１台、内１台予備）

配水ﾎﾟﾝﾌﾟ(夜間用､片吸込うず巻)

 0.5ｍ3/min×40m×7.5kw×1台
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　 基　　　本

目標年次 給水人口
(人)

富
合
町

3,285

平成20.10.31 平成25.3.10 平成28年度

富 合 町 北 部
簡易 水道 事業
（ 創 設 ）

平成20.3.14 平成20.9.22 平成20.10.1 平成20.10.31 平成25.3.10 平成28年度

― 平成28年度 681,000

―

―

平成20.1.31
(届出）

―

― 同上

― ―

平成19.12.7平成19.11.22

平成 21年

第２ 回見 直し

第
５
次
拡
張
事
業

軽 微 な 変 更 平成19.12.21 平成20.1.31

749,000

同上 同上 697,000

平成 6.10.27 平成 6.12.16 平成 7. 4. 1 平成 21. 3.31

着工年月日 竣工年月日認可年月日区 分

平成 6. 9.30

平成 13.3.27

議決年月日 申請年月日

― 平成20年度 681,000

平成20.9.22 平成20.10.1 4,661

681,000平成28年度平成 21.3.20平成 19.12.20―第 １ 回 変 更

富 合 町 南 部
簡易 水道 事業
（ 創 設 ）

当 初

第１ 回見 直し

平成 17.3.24

平成20.3.14
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　　　計　　　画

一日最大給
水量(㎥)

一人一日
最大給水量

(㍑)

総事業費
(内起債)　(千円)

総工費
(千円)

取水施設
　秋田水源地（2・5・7・9号）さく井
　改寄水源地（2号）さく井
導水施設
　導水管布設　2,995 ｍ
浄水施設
　秋田配水場次亜滅菌装置
送水施設
　上松尾（第1・2）加圧送水施設
　送水管布設　3,546 ｍ
配水施設
　健軍配水場更新
　高遊原配水池新設
　配水管布設　89,941 ｍ
取水施設
　秋田水源地（4・6号）さく井
導水施設
　導水管布設　896 ｍ 計画給水人口
浄水施設 　749,000人→697,000人
　八景水谷送水場次亜滅菌装置
　貢送水場次亜滅菌装置 計画給水能力
送水施設 　368,000ｍ3→311,000ｍ3

　八景水谷送水場更新
　貢送水場更新 和泉配水系の変更
　送水管布設　1,201 ｍ
配水施設
　岳加圧ポンプ所更新
　配水管布設　33,198 ｍ
取水施設
　秋田取水４井ﾎﾟﾝﾌﾟ室新築
　秋田取水6井ﾎﾟﾝﾌﾟ室新築 【H21.3月竣工】

　高感度濁度計設置（一本木）【H20.7月竣工】

　高感度濁度計設置（八景水谷）【H21.3月竣工】 計画給水人口
導水施設 　697,000人→681,000人
　木山川推進　332ｍ
浄水施設 計画給水能力
　川床次亜滅菌設備 　311,000ｍ3→270,000ｍ3

送水施設
　戸島送水場施設整備 高遊原配水系の変更
　追分送水場築造【H21.3月竣工】
　送水管布設　1,644 ｍ
配水施設
　和泉配水池増設
　高遊原配水池増設 
　白浜配水池築造
　配水管布設　37,477 ｍ
　【H20年度実績：10,700ｍ】
施設改良事業
紫外線消毒装置設置（一本木）
紫外線消毒装置設置（八景水谷）

７地区簡易水道組合が
統合

1,244 378
120,000
(72,000)

9地区簡易水道組合と1
地区専用水道組合が統
合

下益城郡富合町に建設
される九州新幹線熊本
総合車両基地への給水
を行うための変更届出

120,000

396 29,419,769 給水区域の拡張270,000

34,464,440
(23,557,000)

491
43,598,547

(41,000,000)
368,000

446311,000

396 29,419,769

備　　　考 

４水道事業及び１簡易
水道事業の統合

変更の
主たる理由

建設した主な施設

一本木・八景水谷水源
地への紫外線消毒装置
設置に伴う変更認可

270,000

240,000
240,000

(148,000)
4412,056

浄水方法の変更396270,000 29,419,769
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　 基　　　本

目標年次 給水人口
(人)

六田・島田地区
( 中 央 地 区 ）
簡易 水道 事業

平成2.3.22 平成2.6.21 平成2.8.2 平成2.4.1 平成4.3.31 平成10年度 490

植 木 町 鹿 南 西 部

地区簡易水道事業

（ 創 設 ）
平成13.3.12 平成13.3.27 平成13.7.30

植木町北部地区
簡易 水道 事業
（ 創 設 ）

平成10.12.24 平成10.12.25 平成10.12.25 平成11.1.20 平成14.3.31 平成20年度 4,240

平成19.7.1 平成26.3.31 平成28年度 4,930

平成22.3.20 平成29年度 7,380

植
木
町

城南町中央地区
簡易 水道 事業
（ 変 更 ）

平成19.2.21 平成19.3.19 平成19.3.30

植木町中央地区
水 道 事 業
（ 創 設 ）

平成21.3.18 平成21.3.24 平成21.4.1 平成21.7.20

植木町北部地区
簡易 水道 事業
（ 変 更 ）

4,400

平成13.10.1 平成18.3.31 平成22年度 4,400

平成14.12.19 平成15.3.14 平成15.3.25 平成13.10.1 平成19.3.31 平成23年度

植木町田底地区
簡易 水道 事業
（ 創 設 ）

平成21.12.17 平成22.2.8 平成22.3.4 平成22.7.20 平成29.3.20 平成30年度 2,460

植 木 町 鹿 南 西 部

地区簡易水道事業

（ 変 更 ）

― 平成14.9.10 平成14.9.27 平成14.9.1 平成16.3.31 平成20年度 4,240

城
南
町

植木町中央地区
水 道 事 業
（ 変 更 ）

平成21.12.17 平成22.2.8 平成22.3.4 平成22.7.20 平成29.3.20

植木町大和地区
簡易 水道 事業

平成21.12.17 平成22.2.8 平成22.3.4 平成22.7.20 平成27.3.20 平成30年度 3,700

平成22.7.1 平成26.3.20 平成30年度 2,333
城南町東部地区
簡易 水道 事業
（ 創 設 ）

平成21.12.17 平成22.2.16 平成22.3.15

城南町中央地区
簡易 水道 事業
（ 変 更 ）

― 平成21.2.20 平成21.3.3 平成21.3.5 平成26.3.31 平成28年度

― 平成30年度

城南町南部地区
簡易 水道 事業
（ 創 設 ）

平成21.12.17 平成22.2.16 平成22.3.15 平成23.7.1 平成24.3.20 平成30年度

城南町北部地区
簡易 水道 事業
（ 創 設 ）

平成21.12.17 平成22.2.16 平成22.3.15 ― 464

4,930

606

平成30年度 13,900

第
６
次
拡
張
事
業

当 初 平成21.12.21 平成22.3.2 平成22.3.19 平成22.4.1 平成36.3.31 平成35年度 671,000

着工年月日 竣工年月日区 分 議決年月日 申請年月日 認可年月日
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　　　計　　　画

一日最大給
水量(㎥)

一人一日
最大給水量

(㍑)

総事業費
(内起債)　(千円)

総工費
(千円)

創設

創設

1,550

250 100,000

314
2,015,175

（1,272,400）
給水区域の拡張

2,021,236
（1,351,400）

取水地点の変更

簡易水道から上水道事
業へ変更

創設

2,549 345
408,597

（239,000）

築地水源系の認可

1,420 323

2,021 459

二地区簡易水道が統合

給水区域の拡
張、水源位置
の変更

滴水の一部を拡張

除鉄・除マンガン及び臭
気除去設備の設置

五霊中央、植木東部、鹿
南中央地区拡張

五地区簡易水道組合が
統一

858

516 62,308 浄水方法の変更

4,407 317

2,188 516
2,558,070

（1,583,600）

314

1,205

368
666,097

（666,097）

861 350

2,442,110
（1,457,700）

四地区簡易水道組合が
統一

六田水源の位置変更

466 0

441
47,730

（47,730）

一地区簡易水道組合が
公営化

216

1,550

267

284

326
829,920

（538,460）

2,188

給水区域の拡張

2,299,080
（1,470,300）

給水区域の拡張

673,260
（435,100）

2,500,000
（1,577,500）

274,000 410
22,999,000

（7,140,000）

富合町北部簡易水道事
業と富合町南部簡易水
道事業及び水道事業の
統合

備　　　考 
変更の

主たる理由
建設した主な施設
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